
通院等外出介助サービス特別給付実施要綱 

制定 平成２１年４月１日区長決定 要綱第３３３号 

改正 平成２４年 2月 2日区長決定 要綱第７４号 

改正 平成２７年３月１２日区長決定 要綱第１１５号

改正 平成２８年２月９日区長決定  要綱第３９号 

改正 平成３０年８月 1日部長決定  要綱第１７６号

改正 令和３年３月３１日部長決定 要綱第９６号

（目的） 

第１条 この要綱は、品川区介護保険制度に関する条例（平成１２年品川区条例第１９号。 

以下「条例」という。）および品川区介護保険制度に関する条例施行規則（平成１２年品

川区規則第４６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、通院等外出介助サービ

ス特別給付の実施に関し必要な事項を定め、もって要支援者の安全な通院の補助、要介

護者の病院内における介助サービスの充実により在宅生活の維持を目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は、条例および規則において使用する用語

および介護保険関連法令の例による。 
（サービスの一般原則） 
第３条 特別給付サービス提供事業者は、利用者の意思および人格を尊重して、常に利用

者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。 

２ 特別給付サービス提供事業者は、利用者に係る他の居宅サービス事業者（居宅サービ

ス事業を行う者をいう。以下同じ。）その他の保健医療サービスおよび福祉サービスを

提供する者との連携に努めなければならない。 
（基準） 
第４条 規則第４条の２第４項に規定する区長が別に定める基準は、次の表の左欄に掲げ
る特別給付サービスの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める基準とする。 

通院等外出介助サービス特別給付
の区分 

基準 

(1)要支援者通院介助サービス 

通院するために介助が必要な要支援高齢者で、次
の要件をすべて満たすこと 
① 介護予防マネジメントにより、通院のための介
助の必要性を認めていること 
② 介護予防プランにより予防訪問事業が計画され
ていること 
③ 要介護認定において、「障害高齢者の日常生活
自立度」が「Ｊ２」以上であり、公共交通機関の
利用または屋外での歩行において何らかの支援が
必要であること 



(2)要介護者病院内介助サービス 

通院介助に引き続き病院内での介助が必要な要介
護者で、次の要件をすべて満たすこと 
① 介護マネジメントにより訪問介護・通院介助が
計画されていること 
なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利
用者においては、前記に関わらず訪問介護・通院
介助の計画を要しない 
② 要介護認定において、「認知症高齢者の日常生
活自立度」が「Ⅱｂ」以上または「障害高齢者の
日常生活自立度」が「Ｊ２」以上であること 

 （給付の制限） 
第５条 利用者１人につき給付を受けることのできる回数は月１回とする。 
（特別給付サービス提供事業者の指定） 
第６条 規則第４条の２第１３項第２号に規定する特別給付サービス提供事業者の指定に
ついては、区に東京都国民健康保険団体連合会が規定する共同処理用市町村特別給付事
業所情報異動連絡票（以下「異動連絡票」という。）の提出があったとき、区長が指定し
た団体とみなす。 
２ 特別給付サービス提供事業者は、前項の規定による異動連絡票提出後にその記載事項
に変更がある場合は、速やかに異動連絡票を再提出するものとする。 
（特別給付サービス費の請求） 

第７条 特別給付サービス提供事業者は、利用者に関する介護報酬請求に準じ、東京都国

民健康保険団体連合会に対し介護報酬請求と合わせて請求するものとする。 

２ 前項の請求を行うときは、請求の対象となる月の翌月１５日までに、通院等外出介助

サービス特別給付実績報告書（様式。以下「実績報告書」という。）を、区長に提出する

ものとする。 

（特別給付サービス費の支払） 

第８条 区長は、前条第1項による請求に基づく東京都国民健康保険団体連合会からの請

求について、同条第2項による実績報告書を審査し、適正と認めた場合は、東京都国民

健康保険団体連合会への支払いを行うものとする。 

（利用の停止等） 

第９条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したとき、または特別給付サービス

提供事業者が介護保険法等関連法令および第１１条に違反したときは、利用の停止およ

び当該特別給付の保険給付を中止するものとする。 

(1) 第 4条に規定する基準に該当しなくなったとき 

(2) 死亡、転出等により品川区の被保険者でなくなったとき 

(3) 前号までに掲げるもののほか、特別給付サービスの提供が困難な状況に至ったと認

めたとき 

(4) 要支援者通院介助サービスについて、当該利用者が要介護認定において要支援１ま

たは２以外と判定されたとき、および要介護者病院内介助サービスについては、当

該利用者が要介護認定において要介護１から５以外と判定されたとき 

（キャンセル料） 

第１０条 特別給付サービス提供事業者は、特別給付サービス提供事業者の責めに帰すべ

き事由がなく、また、利用者から利用日前日までにサービス提供中止の申出があったと

きを除き、サービス提供を中止した場合は、当該利用者に対して１回につき1,500円を

キャンセル料として請求できるものとする。 

（人員基準および設備等に関する基準等） 

第１１条 特別給付サービス提供事業者は、本サービスの実施にあたり東京都指定居宅サ

ービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年１０月１１日条

例第１１１号）および東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並び



に指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する

条例(平成２４年１０月１１日条例第１１２号)を遵守するものとする。 

（特別給付サービスに係る記録の保管） 

第１２条 特別給付サービス提供事業者は、特別給付サービスに係る記録および関係資料

を、特別給付サービス実施後２年間保管するものとする。 

（秘密保持） 

第１３条 特別給付サービス提供事業者は、特別給付サービスを提供する上で知り得た利

用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。この

守秘義務は契約期間終了後においても同様とする。 

（賠償責任） 

第１４条 特別給付サービス提供事業者は、特別給付サービスの提供に伴い特別給付サー

ビス提供事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命、身体または財産に損害を及

ぼした場合は、利用者に対しその損害を賠償しなければならない。 

（介護支援専門員等との連携） 

第１５条 特別給付サービス提供事業者は、特別給付サービスの提供に当たり、在宅介護

支援センター等の介護支援専門員または保健医療サービスもしくは福祉サービスを提供

する者との密接な連携に努めるものとする。 

（相談・苦情対応） 

第１６条 特別給付サービス提供事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を

設置し、特別給付サービスに関する利用者の要望、苦情等に迅速に対応するものとする。 

（委任） 

第１７条 この要綱の施行について必要な事項は、福祉部長が別に定める。 

付 則 

この要綱は、平成２１年６月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から適用する。 

  付 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から適用する。 

  付 則 

この要綱は、平成２８年２月９日から適用する。 

  付 則 

この要綱は、平成３０年８月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、令和３年４月１日から適用する。 



別記様式（第７条関係） 

通院等外出介助サービス特別給付実績報告書
（特別給付サービスの区分：              ）

品川区長 あて 

 年  月  日 

特別給付サービス提供事業者 

  （指定番号：          ） 

（名称）                  

（管理者名）                

年  月分の特別給付サービス費について、下記のとおり報告します。 

被保険者番号 
給付対象者 

（利用者）氏名 
提供日 提供時間 摘 要 

予 年 月 日    分  

実 年 月 日    分  

予 年 月 日    分  

実 年 月 日    分  

予 年 月 日    分  

実 年 月 日    分  

予 年 月 日    分  

実 年 月 日    分  

予 年 月 日    分  

実 年 月 日    分  

予 年 月 日    分  

実 年 月 日    分  

予 年 月 日    分  

実 年 月 日    分  

予 年 月 日    分  

実 年 月 日    分  

予 年 月 日    分  

実 年 月 日    分  

予 年 月 日    分  

実 年 月 日    分  

予 年 月 日    分  

実 年 月 日    分  

予 年 月 日    分  

実 年 月 日    分  


